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私たち議会運
営
委員会

の

活動を
紹介し

ます！

　　戦後最大の火山災害。御嶽山の噴
火（９月27日、午前11時 50分頃）に
より多くの犠牲者が出てしまいました。
心よりお見舞い申し上げます。
　さて９月議会は平成 25年度会計決
算認定、平成 26年度補正予算等、慎
重に審議されました。この議会だより
が皆様のお手元に届くのは12月にな
ろうかと思います。
　早いもので私たち議会だより編集委
員も任期最終年度となりました。町民
の皆様が安心して暮らせる町づくりに、
一生懸命邁

まいしん

進して参ります。ぜひ皆様
の感想やご意見も、お寄せください。
なお、傍聴もお待ちしています。

このメンバーで
編集しています！

 委 員 長  櫻沢　克幸
副委員長 大島　輝雄
委　　員      角田　朝枝　原田　敏夫
 中嶋　敬子　田端恵美子

お し ら せ

編 集 後 記
委　員　田端恵美子

皆様、お誘い合わせの上、
お気軽にお越しください。

今号の表紙
今号の表紙

議会

次の定例会（本会議）は

12月2日（火）開会
一般質問は12月11日（木）の予定です

傍聴の
ご案内

「松久保育園」
（上） 作成の時間：真剣に作成、
 さて何ができるのかな～？
 （ハロウィーンだよ！）

（下） 体育の時間：元気いっぱい、
 サッカーを楽しむ園児たち

みんな毎日、楽しく学んでいます。
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活動を

　　

　議会運営委員会は、議会の適正かつ円滑な運営を図るた

めに設けられた委員会です。委員は、美里町議会委員会条

例第４条の２で規定されている６名で構成され、任期は２

年となっています。

　主な職務は、地方自治法109条第３項で規定されている、

１．議会の運営に関する事項

２．議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

３．議長の諮問に関する事項

　となります。

　委員会は年４回行われる定例会の招集に合わせて開き、

会期の決定及び議事日程、本会議の議事進行、議案・意見

書・決議・諮問の取り扱い、議会における選挙・選任、質疑・

質問等の取り扱い、請願・陳情の取り扱いに関することな

どを協議しています。また、必要の都度開催することによ

り、円滑な議会運営を図っています。

　今後も適正で効率的な議会運営を目指し努力してまいり

ますので、議会運営に関するご意見等ございましたら、私

たち委員または議員にお気軽にお話しください。

議会運営委員会　委員長　根本孝代

　櫻沢克幸　　　◎中嶋敬子　　　大島輝雄　　
○清水貞夫　　　◎根本孝代　　　原田敏夫

◎委員長　○副委員長
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